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本科目の目的

受付及び初期面接相談（インテーク）、

契約の各場面で求められる実践的な

技術を修得する。
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本科目の修得目標

①インテークの意義と目的について説明できる。

②受付及び相談と面接の場面における援助の留意点
について説明できる。

③利用者及び家族との信頼関係の構築の重要性につ
いて説明できる。

④契約行為を行うにあたっての留意事項について説
明できる。

⑤契約の仕組みが利用者主体であることの意義と仕
組みについて説明できる。

⑥利用者の状況に合った面接に必要な情報や書類の
準備を実施できる。
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4

受付及び相談並びに契約



第１節 インテークに関する基本理解ｓ

１．受付及び相談の意義と目的

（１）信頼関係の構築

（２）利用者の住まいの確認と主訴の傾聴

（３）問題解決の主体を利用者におくこと

（４）利用者の課題の明確化

（５）アセスメントのスタート

（６）相談援助の関係づくり
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Ｐ３４６



第２節 受付及び相談と面接の
場面における援助の留意点

１．受付の場面における援助の留意点

（１）利用者・家族への配慮

（２）相談者の違いへの配慮
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Ｐ３４９
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（３）相談の手段の違いによる配慮
１）電話相談

①介護支援専門員は、相談者の会話のスピードや声の
変化などをしっかりと聞き取り、相手の波長に合わせる。

②相談者の介護保険サービスに関する理解度はまだ低
いことも想定し、専門用語は使用しない。

③随所で理解度を確認しながら進める。

電話をかけてきた相手が利用者となる人なのか、家族
のどのような続柄なのかも会話の中でタイミングを選
んで確認します。

第２節 受付及び相談と面接の場
面における援助の留意点 Ｐ．３４９
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２）来所相談

①来所者は、本人か、家族（続柄）か

②来所者が本人ではない場合、本人の来所相談に
関する同意（認識）はあるか

③来所相談を選んだ理由

第２節 受付及び相談と面接の
場面における援助の留意点 Ｐ．３４９
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（４）情報収集の際の配慮

１）介護保険制度によるケアマネジメントの

必要性の判断

２）介護支援専門員の所属する事業所で対応
可能かの判断

３）秘密の保持

第２節 受付及び相談と面接の
場面における援助の留意点

Ｐ．３５１



（５）電話受付の例
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第２節 受付及び相談と面接の
場面における援助の留意点

Ｐ．３５２
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２．面接相談の場面における援助の留意点

（１）初回相談面接に向けて

１）受付から初回面接相談までは迅速に対応する

２）必要な情報と参加者を整理する

第２節 受付及び相談と面接の
場面における援助の留意点

Ｐ．３５２
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３）訪問にあたって必要な配慮を確認する

４）相談者への依頼事項を伝える

第２節 受付及び相談と面接の
場面における援助の留意点

Ｐ．３５４



（２）面接の位置取り

相談面接の形態と物理的条件

・座る位置は??

・目線は??

・対象者との距離は?

13第２節 受付及び相談と面接の場
面における援助の留意点 Ｐ．３５６



（３）人間関係の把握
１）広範な関係性の理解

２）時間軸での把握

３）権利擁護

14第２節 受付及び相談と面接の場
面における援助の留意点

Ｐ．３５６
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（４）意見のすり合わせ

（５）ニーズの把握

（６）その人の強さ（ストレングス）に着目する

（７）課題解決のイメージを共有し、調整する

（８）今後の支援に関する提案

（９）面接の最終段階での役割

第２節 受付及び相談と面接の場面
における援助の留意点 Ｐ．３５７



第３節 利用者・家族との信頼関
係構築の重要性

（１）介護支援専門員の役割の説明

（２）ねぎらい・保証・承認
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１．電話相談による受付

Ｐ．３５９



17

第３節 利用者・家族との信頼関
係構築の重要性

（１）受付での主訴の把握

（２）言葉の背景の理解

２．相談者の主訴の把握

Ｐ．３６０
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（１）訪問の目的の説明

３．初期面接相談

第３節 利用者・家族との信頼関
係構築の重要性 Ｐ．３６１



（２）初回訪問時における主訴の傾聴
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第３節 利用者・家族との信頼
関係構築の重要性 Ｐ．３６１
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（３）家族の意向の確認

第３節 利用者・家族との信頼関
係構築の重要性 Ｐ．３６２



第４節 契約に関する基本的理解

（１）重要事項説明書
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１．契約の意義と留意点

Ｐ．３６３



（２）居宅介護支援契約書
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第４節 契約に関する基本理解
Ｐ．３７１
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２．契約の主体は利用者

（１）本人の意思の確認

（２）本人が契約する意義としくみ

（３）本人の契約を代行するしくみ

第４節 契約に関する基本理解
Ｐ．３７１
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第５節 利用者の状況に合わせて
必要な情報や書類の準備

１．契約等のタイミングと必要書類

（１）状況に合わせた準備

（２）必要な情報や書類

（３）受付から初期面接相談に必要な書類等

Ｐ．３７８



（４）契約をすませた後必要になる書類

１）居宅サービス計画作成依頼届出書

２）要介護認定・要支援認定等資料開示
請求書

25

第５節 利用者の状況に合わせて
必要な情報や書類の準備 Ｐ．３７９


